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平成３０年４月入学 入学料徴収猶予申請ガイド

愛媛大学教育学生支援部学生生活支援課

申請者には、申請後、大学から連絡する場合がありますので、愛媛大学教育学生支援部学生

089-927-9169生活支援課の電話番号を携帯電話に登録してください。

１．入学料徴収猶予の対象者

次のいずれかに該当する者

（１）経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難である者

（２）その他やむを得ない事情があると認められる者

２．申請書の入手方法

申請書等の入手方法は、次のとおりです。

愛媛大学HPから印刷する。①

愛媛大学HPトップ→入試情報→授業料・奨学金→授業料免除及び入学料免除等

URL : http://www.ehime-u.ac.jp/entrance/scholarship/exemption.html

②学生生活支援課の授業料免除窓口で申請書を受け取る。

③３７２円切手（速達）を貼付し、あて先を明記した返信用封筒（定形又は長形３号）

、「 」 、 。を同封し 入学料徴収猶予申請書請求 と朱書きの上 学生生活支援課に請求する

（医学部・医学系研究科及び農学部・農学研究科入学生は、各学務担当チームに、連合

農学研究科入学生は、連合農学研究科チームに請求してください ）。

３．申請書添付書類

決定通知用封筒（窓口で配布）○

平成３０年４月入学 入学料徴収猶予申請ガイド○

４．提出書類

学部入学・学部編入学・大学院入学・私費外国人留学生（研究生・科目等履修生・聴講

生を除く）すべて共通

提 出 書 類 留 意 事 項 備 考
入学料徴収猶予申請書 保証人の記名及び押印が必要です。
決定通知用の封筒 ８２円切手を貼り、本人または保証人の住所・氏名を 添付のもの

（ ）（ ）長形３号 記入してください。 窓口配布
決定通知用の封筒は、窓口配布でないものを使用する場合は、必ず「長形３号」の封筒を※

提出してください。

５．提出場所・期間等

申請書は に、入学生本人が提出してください。代理人に、「所定の入学手続き期間内」

よる提出はできません。提出時に内容について詳しくお聞きすることがありますので、特

に家計状況については、よく把握しておいてください。

※ 入学手続期間以外は一切受付できませんので、期日を厳守してください。

◎私費外国人留学生の場合

に、原則、学生生活支援課へ持参してください。医学部・「所定の入学手続き期間内」

医学系研究科及び農学部・農学研究科入学生は、各学務担当チームへ、連合農学研究科入

学生は、連合農学研究科チームへ持参してください。

（土、日、祝日を除く 9:00～17:00の間）

申請書を提出した後 「入学料徴収猶予申請受理書」 (以下「受理書 ）を受取り、各学、 」

務担当チームで入学手続を行う際、入学料を納付するかわりに「受理書」を提示してくだ

さい。
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◎学部入学生及び学部編入学生の場合

入試種別 学 部 申請書提出先 備 考

医学部 医学部学務課 持参の場合は、各学部学務

推薦入試 農学部 農学部学務チーム 担当チームで受付します。

ＡＯ入試 医学部・農学部 各学部チーム 郵送の場合は、入学手続関

編入学 以外の学部 係書類に同封してください。

一般選抜 全学部 持参する場合は、入学 郵送の場合は、入学手続関

手続会場 係書類に同封してください。

郵送の場合は、入試課

◎大学院入学生の場合

に、原則、学生生活支援課へ持参してください。医学系研「所定の入学手続き期間内」

究科及び農学研究科入学生は、各学務担当チームへ、連合農学研究科入学生は、連合農学

研究科チームへ持参してください （土、日、祝日を除く 9:00～17:00の間）。

申請書を提出した後 「入学料徴収猶予申請受理書」 (以下「受理書 ）を受取り、各学、 」

務担当チームで入学手続を行う際、入学料を納付する代わりに「受理書」を提示してくだ

さい。やむを得ず郵送する場合は、入学手続関係書類に同封してください。

６．その他

入学料免除と徴収猶予の同時申請について○

この説明書（入学料徴収猶予について）は 「入学料徴収猶予申請のみ （専願）を希望、 」

する場合のものです。

入学料免除申請する場合で徴収猶予を希望する者は 免除申請と同時に徴収猶予申請 併、 （

願）が可能です。ただし、免除申請には資格条件がありますので、事前に確認のうえ、可

能に場合は「入学料免除・徴収猶予申請書」にて手続きを行って下さい。その際、入学料

「 」 「 」 「 」 。免除・徴収猶予申請書の 免除 及び 徴収猶予 の箇所両方を ○ で囲んでください

この場合は、入学料徴収猶予申請書の提出の必要はありません。封筒も入学料免除決定通

知用の封筒のみで結構です （詳細は、下記担当窓口まで問い合わせてください ）。 。

入学料徴収猶予期間○

入学料徴収猶予を申請した者は、本学が指示するまでは、入学料を納付しないよう注意

してください。また、許可されなかった者は、本学の指示があり次第、速やかに入学料を

納付してください。

入学料徴収猶予を申請した者は、本学の入学手続完了後に入学を辞退する場合、入学料

免除申請を辞退したものとして、直ちに入学料を納付してください。

入学料の徴収猶予が許可になった場合、徴収を猶予する期間は平成３０年９月２３日

（日）までとなります （ただし、２３日は日曜日のため実質的には９月２１日（金）に。

なりますので、ご注意下さい ）。

問い合わせは、教育学生支援部学生生活支援課まで。

〒790-8577 松山市文京町３番

愛媛大学教育学生支援部学生生活支援課

TEL. 089-927-916９

FAX. 089-927-9171



様式２ 受験番号（ ） このページは、すべてボールペンで記入

平成３０年４月入学 入学料徴収猶予申請書

ふりがな 男 入 学 学 部 学 科 昼 夜

氏 名 ・ 平成３０年４月 研究科 課 程 間・間

女 編入学 専攻科 専 攻 主 主

本 人 住 所 〒 － 携帯ＴＥＬ（ ） －

県 固定ＴＥＬ（ ） －

学 資 負 担 者 〒 －

住 所 ・ 氏 名 県 携帯ＴＥＬ（ ） －

氏名 続柄（ ） 固定ＴＥＬ（ ） －

保証人住所・氏名 〒 －

（入学手続時の保証人） 県 携帯ＴＥＬ（ ） －

氏名 続柄（ ） 固定ＴＥＬ（ ） －

家族構成（本人以外）

続柄 氏 名 年齢 職業・学校 在職期間・学年 勤務先・学校名・現状・その他 年間所得（見込）

年 月 千円

年 月 千円

年 月 千円

年 月 千円

年 月 千円

年 月 千円

年 月 千円

該当項目に、レ点

□ 母子父子世帯

□ 障がい者のいる世帯 （ 人）

□ 長期療養者のいる世帯（ 人） （１か月当たり療養費 千円）

□ 主たる学資負担者の単身赴任

□ 災害救助法適用レベルの火災、風水害、震災、その他の災害 （被害額 千円）

□ 生活保護

入学料徴収猶予希望理由：

上記のとおり、入学料徴収猶予を､保証人連署の上、申請します。入学手続期間を過ぎて入学辞退をする場合は、定められた

入学料を即時納入いたします。なお、虚偽記載が判明した場合は、入学料徴収猶予の許可を取り消されても異議はありません。

また、決定に従い、定められた期限までに、定められた入学料を納付いたします。

愛 媛 大 学 長 殿

申 請 者 本 人 氏 名

平 成 年 月 日 続 柄

保証人署名（ ）氏 名 印

（保証人自筆）

大学院入学生のうち、愛媛大学卒業生は、学部時代の学生番号を記入してください。




